
現行の特例措置

結 果

既存住宅の性能向上リフォームの促進により、次世代に資産として承継できるような良質な住宅ストック形成、既存住宅流通・リ
フォーム市場の活性化を図る。

既存住宅のリフォームに係る特例措置の延長
（所得税・固定資産税）

○我が国の住宅ストックは戸数的には充足。既存住宅活用型市場への転換が重要

○耐震性を満たさない住宅や、省エネ性能・バリアフリー性能が不十分な住宅が多数存在

リフォームにより住宅ストックの性能を高めるとともに、リフォーム市場を活性化することが必要

【住生活基本計画（令和３年３月19日閣議決定）における目標】

令和12年までに既存住宅流通及びリフォームの市場規模を14兆円に拡大

○一定の性能向上工事を実施した場合について、以下の措置を講じる。
【所得税】

標準的な工事費用相当額をもとに算出された額の10％等を所得税額から控除。

最大控除額（対象工事）対象工事限度額対象工事

25万円250万円耐震

20万円200万円バリアフリー

25万円（35万円）250万円（350万円）省エネ

25万円250万円三世代同居

50万円（60万円）500万円（600万円）耐震＋省エネ＋耐久性長期優良
住宅化 25万円（35万円）250万円（350万円）耐震or省エネ＋耐久性

25万円250万円子育て

【固定資産税】
工事完了翌年度※１の税額を以下の割合に軽減。

税額対象工事

1/2耐震

2/3バリアフリー

2/3省エネ

1/3長期優良住宅化※２

○【所得税】 現行の特例措置を３年間（令和８年１月１日～令和10年12月31日）延長する。
○【固定資産税】 現行の特例措置を５年間（令和８年４月１日～令和13年３月31日）延長する。

※特例の対象となる住宅の床面積要件の下限について、40㎡（現行50㎡）に緩和

※カッコ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合
※対象工事の限度額超過分及びその他増改築等工事についても一定の範囲まで５％の税額控除
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※１ 特に重要な避難路として自治体が指定する道路の沿道にある
住宅については、
・ 耐震改修をした場合は２年間1/2に軽減
・ 耐震改修をして認定長期優良住宅に該当することとなった場合

は翌年度1/3、翌々年度1/2に軽減
※２ 耐震改修又は省エネ改修を行った住宅が認定長期優良住宅

に該当することとなった場合

施策の背景

要望の結果
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